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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成30年2月1日(2018.2.1)

【公開番号】特開2017-196494(P2017-196494A)
【公開日】平成29年11月2日(2017.11.2)
【年通号数】公開・登録公報2017-042
【出願番号】特願2017-135218(P2017-135218)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｃ  15/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｃ   15/02     ５０２　
   Ａ６１Ｃ   15/02     ５０３　

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月15日(2017.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　把持部分（３）およびクリーニング部分（４）を備える歯間クリーナであって、前記歯
間クリーナは、細長いボディ（２）によって形成され、前記細長いボディ（２）は、熱可
塑性プラスチック材料から作られ、前記クリーニング部分（４）は、コーティング（Ｃ）
を有し、前記コーティング（Ｃ）は、熱加硫ゴム材料から成り、そして周辺の可撓性ブラ
シ部材を形成し、前記ブラシ部材は、間隔を置かれた複数の周辺ブラシ・フランジ（６）
として形成され、前記複数の周辺ブラシ・フランジ（９）の放射状延長部は、前記クリー
ニング部分（４）の自由端（７）に向かって漸減していて、前記複数のブラシ・フランジ
（６）の外周は、実質的に円形の形状を形成する、歯間クリーナ。
【請求項２】
　各ブラシ・フランジ（６）の外周は、円弧状であり、そして前記実質的に円形の形状の
一部を形成する、請求項１に記載の歯間クリーナ。
【請求項３】
　前記ブラシ・フランジ（６）は、前記クリーニング部分（４）に沿って実質的に等距離
で間隔を置かれる、請求項１または２に記載の歯間クリーナ。
【請求項４】
　前記ブラシ・フランジ（６）は、前記クリーニング部分に沿って交互のペアに配置され
る、請求項１～３のいずれか１項に記載の歯間クリーナ。
【請求項５】
　ブラシ・フランジの第１のペアは、第１の逆方向（ＦＯＤ）において前記クリーニング
部分（４）の中心軸（ＣＡ）から放射状に延びる２つの逆のフランジ（６Ｆ）を有し、一
方、ブラシ・フランジの隣接する第２のペアは、第２の逆方向（ＳＯＤ）において前記中
心軸（ＣＡ）から放射状に延びる２つの逆のフランジ（６Ｓ）を有し、前記方向間の角度
は、約９０°である、請求項４に記載の歯間クリーナ。
【請求項６】
　前記ブラシ・フランジ（６）は、実質的に円形の形状を定める十字状または４翼の配置
に、好ましくは四つ葉のクローバ形状に配列される、請求項４または５に記載の歯間クリ
ーナ。
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【請求項７】
　前記クリーニングボディ部分（２ａ）は、その自由端（７）に向かってテーパーがつい
ている、請求項１～６のいずれか１項に記載の歯間クリーナ。
【請求項８】
　前記クリーニング部分ボディ（２ａ）は、軸状の隆起および溝（１５、１６）を備える
、請求項１～７のいずれか１項に記載の歯間クリーナ。
【請求項９】
　前記クリーニングボディ部分（２ａ）の前記隆起（１５）は、前記ブラシ・フランジ（
６Ｆ、６Ｓ）の前記第１および第２の方向と一致する半径方向において突出する、請求項
５に従属するときの請求項６または７に記載の歯間クリーナ。
【請求項１０】
　前記逆方向（ＦＯＤ、ＳＯＤ）を含む軸平面は、前記クリーニング部分ボディ（２ａ）
の前記隆起（１５）と一致し、一方、前記溝（１６）は、前記ブラシ・フランジ（６）に
よって形成される傾斜した凹部と一致する、請求項９に記載の歯間クリーナ。
【請求項１１】
　前記ゴム材料は、熱硬化性ゴム、好ましくはシリコーン系ゴム、から成る、請求項１～
１０のいずれか１項に記載の歯間クリーナ。
【請求項１２】
　前記ゴム材料は、１０～６０のＳｈｏｒｅ　Ａの範囲、好ましくは１５～３０のＳｈｏ
ｒｅ　Ａの範囲、および最も好ましくは約２０のＳｈｏｒｅ　Ａ、のショア硬さを有する
、請求項１～１１のいずれか１項に記載の歯間クリーナ。
【請求項１３】
　前記ボディ（２）を形成している前記熱可塑性プラスチック材料は、ガラス繊維、炭素
繊維、アラミド繊維またはミネラルによって強化され、前記繊維強化材は、前記熱可塑性
プラスチック材料の好ましくは５～３０重量％、最も好ましくは１０～２０重量％、の比
率のガラス繊維を含む、請求項１～１２のいずれか１項に記載の歯間クリーナ。
【請求項１４】
　前記熱可塑性プラスチック材料は、アミド・プラスチックまたはポリエステルから成る
、請求項１～１３のいずれか１項に記載の歯間クリーナ。
【請求項１５】
　前記コーティング（Ｃ）は、前記把持部分（３）にも少なくとも部分的に適用され、前
記把持部分（３）に適用される前記コーティング（Ｃ）は、その上のレリーフ構造（８～
１３）を好ましくは形成する、請求項１～１４のいずれか１項に記載の歯間クリーナ。
【請求項１６】
　前記把持部分（３）は、２つの反対の実質的に平坦な掴み面（３ａ、３ｂ）を定義して
いる実質的に矩形の断面、および、前記把持部分（３）の外周に沿って伸びている外リム
（１８）、を有する、請求項１～１５のいずれか１項に記載の歯間クリーナ。
【請求項１７】
　前記把持部分（３）は、前記クリーニング部分（４）に向かってテーパーづけられた移
行部（５）を備える、請求項１～１６のいずれか１項に記載の歯間クリーナ。
【請求項１８】
　前記クリーニング部分（４）の軸の長さ（Ｌ１）は、前記歯間クリーナ（１）の全体の
軸の長さ（Ｌ１＋Ｌ２）の３５～５５％の範囲、好ましくは４０～５０％の範囲、および
最も好ましくは約４５％、である、請求項１～１７のいずれか１項に記載の歯間クリーナ
。
【請求項１９】
　前記テーパーづけられた移行部（５）を含む前記把持部分（３）の軸の長さ（Ｌ２）は
、前記歯間クリーナ（１）の全体の軸の長さ（Ｌ１＋Ｌ２）の４５～６５％の範囲、好ま
しくは５０～６０％の範囲、および最も好ましくは約５５％、である、請求項１７または
１８に記載の歯間クリーナ。
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【請求項２０】
　前記自由端（７）での前記クリーニング部分（４）の交差サイズ（Ｄ２）は、前記移行
部（５）に隣接した前記クリーニング部分（４）の交差サイズ（Ｄ１）の約４０～５０％
を構成し、好ましくはその割合（Ｄ２／Ｄ１）は約４５％である、請求項７に従属すると
きの請求項８～１６のいずれか１項に従属するときの請求項１７～１９のいずれか１項に
記載の歯間クリーナ。
【請求項２１】
　前記歯間クリーナが薄い切り取りブリッジまたはリンクによって互いに接続している、
請求項１～２０のいずれか１項に記載の歯間クリーナのセット。
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